
日本ホッケー協会中学校部会合同チーム参加規程
	


１．趣　旨　
　・部員数が少ないため、単独でチーム編成ができない学校（チーム）に対し、大会　　参加＊のための救済措置として、この規定を設ける。
    　＊全日本中学生ホッケー選手権大会及びそれに準じる大会
　・なお、この規定の目的は、あくまでも救済措置であり、勝利志向のためのチーム　　編成を助けるものではない。
２．合同チームの条件
（１）(公社)日本ホッケー協会に学校単位で登録を完了したチームの、４チームまでによる合同チームであること。
（２）各都道府県中学校体育連盟に加盟しているチームは、各県の合同チームに関す　　　る規定(規約)等に則り編成されたチームであること。
　　　＊ただし、レンタルによる合同チームは日本中体連の規定に合わせ承認しない。
（３）合同チームとして組織的・計画的に練習等を行っていること。　
（４）本大会参加の際は、当該校すべての学校長の承認が得られること。
（５）チーム名は学校名の列記など、チームの所在が分かる名称とする。
（６）合同チームにおける「監督」「コーチ」の氏名・職名・所属(校)を明記する。
　　　　※なお、監督は、いずれかの学校の教員・部活動指導員とする。
（７）合同チームを希望する場合は、別紙申請書を５月第３週目の水曜日までに、(公社)日本ホッケー協会中学校部会各ブロック常任委員に申請すること。
････令和４年度は第１回常任委員会５/21（土）に行うため、例外として、５/14(土)を申請期限とする。
    ※なお、原則に当てはまらないケースについては、５月中旬の定められた日まで　　　に申請し、常任委員会（令和４年５月21日（土））の場で審議し対処していく。
３．付則
（１） 実施していく過程で生じる問題については、該当チームの実態を正確に把握し、　　　当合同チーム規程の趣旨を踏まえ、常任委員会で対処、検討していく。
（２）本規程は、平成２０年４月１日より実施する。
（３）クラブチーム形式(学校長の承認が得られないチーム等)での参加については、　　　(公財)日本中学校体育連盟の動向を見ながら、(公社)日本ホッケー協会中学校部会常任委員会で検討する。
   　              　　        申請先
     　                　        (公社)日本ホッケー協会中学校部会事務局
    　                  　 　　    下松市立末武中学校  徳光　寿
     　               　     　〒744－0073　山口県下松市美里町一丁目８番１号
           　         　　     TEL:0833-44-8021　　　FAX:0833-44-3327

携帯:090-1010-9212
　　　　　   　　　　　　　　　e-mail：tokumitsu.hisashi@ysn21.jp

